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近
世
後
期
伊
勢
方
言
の
否
定
表
現

―
『
六
諭
衍
義
俗
講
』
に
お
け
る
様
相
―

安
道

里
巳

キ
ー
ワ
ー
ド
：
近
世
伊
勢
方
言

否
定
辞

ヌ
（
ン
）
否
定
過
去
辞

ン
ダ

一

は
じ
め
に

国
語
史
の
観
点
か
ら
大
局
的
に
み
れ
ば
、
江
戸
時
代
の
否
定
表
現

は
、
上
方
で
は
ヌ
、
ナ
ン
ダ
、
江
戸
で
は
ナ
イ
が
多
用
さ
れ
、
後
期

に
江
戸
で
ナ
カ
ッ
タ
が
生
じ
る
ま
で
、
否
定
過
去
辞
（
過
去
の
打
消
）

は
ナ
ン
ダ
が
用
い
ら
(
)

れ
た
。
や
が
て
勢
力
を
増
し
た
江
戸
語
の
否
定

１

辞
ナ
イ
は
上
方
語
の
否
定
辞
ヌ
の
用
法
を
侵
食
し
て
い
き
、
江
戸
時

代
後
期
か
ら
明
治
期
を
経
て
、
江
戸
語
・
東
京
語
ナ
イ
の
勢
力
は
ヌ

（
ン
）
が
そ
れ
ま
で
ほ
ぼ
支
配
し
て
い
た
上
方
語
・
大
阪
語
の
否
定
表

現
に
対
し
て
現
代
も
依
然
と
し
て
影
響
を
与
え
続
け
て
(
)

い
る
。
２

そ
う
し
た
東
西
方
言
対
立
事
項
の
一
角
た
る
ナ
イ
と
ヌ
と
の
勢
力

分
布
を
比
較
、
考
察
す
る
際
、
江
戸
と
上
方
と
を
結
ぶ
間
、
緩
衝
地

帯
に
位
置
す
る
東
海
地
方
の
否
定
表
現
が
、
江
戸
時
代
に
ど
の
よ
う

な
具
体
的
様
相
を
呈
し
て
い
た
の
か
、
す
で
に
国
語
資
料
の
調
査
・

研
究
は
進
め
ら
れ
て
は
(
)

い
る
が
、
な
お
考
究
の
余
地
は
あ
ろ
う
。

３

本
稿
で
は
先
行
研
究
の
成
果
を
拠
り
所
と
し
、
江
戸
時
代
後
期
の

伊
勢
地
方
に
お
け
る
否
定
表
現
に
つ
い
て
、
伊
勢
国
神
職
講
『
六
諭

衍
義
俗
講
』（
写
本
一
冊
・
九
十
丁
・
架
蔵
、
江
戸
時
代
後
期
（
天
保

年
間
前
後
）
の
成
立
と
推
定
さ
れ
る
。
以
下
『
俗
講
』
と
称
す
）
を

国
語
資
料
（
史
料
）
と
し
て
取
り
(
)

上
げ
、
そ
の
用
法
の
諸
相
を
明
ら

４

か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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二

問
題
の
所
在

江
戸
言
葉
の
否
定
表
現
に
つ
い
て
、
湯
澤
幸
吉
郎
（
一
九
五
四
）

は
次
の
よ
う
に
記
述
(
)

す
る
。
５

普
通
に
「
な
い
」
は
東
国
固
有
の
語
で
あ
り
、「
ぬ
」
は
上
方
言

葉
で
あ
る
と
い
う
。
起
原
は
そ
れ
に
相
違
な
い
が
、
江
戸
言
葉
で

は
こ
の
二
語
が
初
め
か
ら
並
び
行
わ
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

し
か
も
こ
の
二
語
を
区
別
し
て
用
い
よ
う
と
す
る
意
識
が
な
か
っ

た
も
の
ら
し
い
。（
中
略
）

次
に
過
去
の
打
消
を
表
わ
す
に
は
、「
な
ん
だ
」
は
早
く
か
ら
用

い
ら
れ
た
が
、「
な
か
っ
た
」
は
末
期
近
く
な
っ
て
か
ら
多
く
用
い

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
四
七
〇
〜
四
七
一
頁
）

右
の
記
述
と
も
に
、
同
一
人
物
が
否
定
辞
ナ
イ
と
ヌ
、
否
定
過
去

辞
ナ
ン
ダ
と
ナ
カ
ッ
タ
と
を
区
別
せ
ず
に
用
い
た
例
を
掲
出
し
て

(
)

い
る
。
６ま

た
金
沢
裕
之
（
一
九
九
八
）
は
、
江
戸
末
（
後
）
期
上
方
語
に

お
け
る
否
定
辞
ヌ
・
ン
の
様
相
に
つ
い
て
戯
作
の
調
査
な
ど
か
ら

（
略
）
十
八
世
紀
後
半
か
ら
十
九
世
紀
後
半
に
か
け
て
の
百
年

ほ
ど
の
間
に
、「
ヌ
」
↓
「
ン
」
へ
の
大
き
な
変
化
の
流
れ
が
あ
っ

た
こ
と
が
、（
少
な
く
と
も
）
資
料
的
に
は
認
め
ら
れ
る
。

（
五
八
頁
）

と
、
指
摘
し
て
(
)

い
る
。
７

こ
う
し
た
先
行
研
究
を
参
考
に
し
て
、
本
稿
で
は
、
次
の
よ
う
な

問
題
を
設
定
し
、
考
察
を
進
め
る
。

⑴
『
俗
講
』
の
否
定
表
現
が
ど
の
よ
う
な
具
体
的
様
相
を
み
せ

て
い
る
か
。

⑵
『
俗
講
』
の
否
定
表
現
に
お
い
て
、
旧
形
ヌ
専
用
、
新
形
ン
の

進
出
、
ナ
イ
の
使
用
・
定
着
、
ヌ
と
ナ
イ
と
の
拮
抗
、
の
う
ち
、

ど
の
段
階
が
み
ら
れ
る
か
。

⑶
『
俗
講
』
の
否
定
表
現
に
お
い
て
、
伊
勢
方
言
と
み
と
め
ら
れ

る
用
法
は
存
す
る
の
か
。

⑷

国
語
（
口
語
）
資
料
（
史
料
）
と
し
て
の
性
格
か
ら
み
て
、

『
俗
講
』
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
。

以
下
、『
俗
講
』
を
国
語
資
料
と
し
て
行
な
っ
た
調
査
結
果
を
踏
ま

え
、
右
の
問
題
⑴
〜
⑷
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
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三
・
一
『
俗
講
』
に
お
け
る
否
定
を
め
ぐ
る
表
現

前
節
に
挙
げ
た
問
題
⑴
に
つ
い
て
、
ま
ず
『
俗
講
』
に
お
け
る
否

定
表
現
に
類
す
る
用
例
（
打
消
推
量
・
意
志
な
ど
）
を
列
(
)

挙
し
、
そ

８

れ
ら
の
用
法
を
概
観
す
る
。

【
ズ
ン
バ
】

○
孟
子
ノ
云
タ
ル
如
ク
奪
ハ
ス
ン
バ
飽
カ
ヌ
カ
商
人
ノ
習
ヒ
テ
、

（
七
十
九
丁
オ
６
行
目
）

漢
籍
『
孟
子
』
の
一
節
（
梁
惠
王
上
）
を
踏
ま
え
、
漢
文
訓
読
調

の
ズ
ン
バ
を
使
用
す
る
。

【
マ
ジ
】【
マ
ジ
キ
】

○
男
ハ
何
ソ
イ
ラ
ヘ
モ
ナ
ク
是
モ
同
ク
サ
シ
ウ
ツ
ム
ヒ
テ
居
リ
マ

シ
タ
カ
、
ヤ
ヽ
ア
ツ
テ
顔
ヲ
ア
ケ
テ
申
ニ
ハ
、「
弐
百
両
ト
言
大

金
迚
モ
出
来
マ
ジ
ト
ハ
思
ヘ
ト
モ
、
心
ア
タ
リ
モ
有
レ
ハ
、
明

日
中
ニ
返
事
致
ス
ヘ
シ
。
…
」
ト
言
テ
、
（
十
丁
オ
７
行
目
）

口
語
的
表
現
で
あ
れ
ば
、
助
動
詞
マ
イ
を
使
用
し
、「
出
来
マ
イ
」
と

す
る
方
が
実
際
の
口
語
に
近
い
と
思
わ
れ
る
が
、
文
語
マ
ジ
を
使
用

す
る
。
す
ぐ
あ
と
で
ベ
シ
を
使
用
（「
返
事
致
ス
ヘ
シ
」）
し
、
そ
の

点
で
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
た
用
法
と
な
っ
て
(
)

い
る
。
９

○
扨
、
此
一
條
カ
六
諭
衍
義
ノ
終
リ
テ
、
本
文
ニ
モ
申
ス
如
ク
、

ス
マ
ジ
キ
コ
ト
ガ
非
為
ジ
ヤ
。

（
七
十
八
丁
オ
４
行
目
）

○
…
運
ア
シ
ク
損
斗
シ
テ
如
此
ノ
姿
ニ
成
マ
シ
タ
ナ
レ
ト
モ
、
一

度
改
心
致
シ
マ
シ
タ
ル
倭
魂
ヲ
再
ヒ
悪
心
ハ
出
ス
マ
シ
ト
精
心

ヲ
勵
シ
丹
誠
シ
テ
身
ノ
終
ル
迄
ニ
ハ
、
…

（
八
十
二
丁
オ
３
行
目
）

＊
元
盗
賊
の
男
↓
飛
脚
（
会
話
文
中
の
心
内
文
）

○
…
是
ヲ
楽
シ
ミ
ト
セ
ズ
シ
テ
此
場
ニ
至
ル
ト
云
コ
ト
ハ
実
ニ
不

運
ナ
、
私
ナ
リ
人
間
ノ
ス
マ
シ
キ
コ
ト
ヲ
シ
タ
ル
罪
ナ
リ
。

…
。」
ト
語
リ
シ
ヲ
聞
テ
下
役
ノ
者
モ
涙
ヲ
流
シ
、
…

（
八
十
七
丁
ウ
８
行
目
）

○
扨
、
非
為
ト
ハ
是
マ
テ
申
ス
如
ク
、
ス
マ
シ
キ
コ
ト
ナ
リ
。

（
八
十
八
丁
ウ
３
〜
４
行
目
）

○
其
ス
マ
シ
キ
コ
ト
ハ
本
文
ニ
モ
申
テ
有
如
ク
、
…

（
八
十
八
丁
ウ
４
行
目
）

＊
江
戸
ヘ
奉
公
へ
出
て
い
た
男
↓
御
役
人
（
下
役
）

右
に
挙
げ
た
マ
ジ
・
マ
ジ
キ
の
用
例
は
『
俗
講
』
の
第
六
条
「
毋
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作
非
為
（
非
為
ヲ
作
ス
毋
カ
レ
）」（
七
十
八
丁
オ
〜
九
十
丁
ウ
）
に

お
い
て
集
中
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
理
由
と
し
て
は
、『
俗
講
』
の
講
述
者
が
「
六
(
)

諭
」
の
最
終
の

10

徳
目
（
第
六
条
）
に
あ
た
り
、
講
述
の
題
目
「
毋
作
非
為
」
を
意
識

し
、
聴
衆
（
読
み
手
）
に
対
し
て
無
用
の
行
い
を
慎
む
よ
う
禁
止
を

求
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
・
態
度
を
前
面
に
押
し
出
し
た
こ
と
、
さ
ら

に
題
目
「
毋
作
非
為
」
の
表
現
に
似
つ
か
わ
し
く
、
か
つ
強
い
語
感

を
持
つ
文
語
的
な
助
動
詞
マ
ジ
（
マ
ジ
キ
）
が
『
俗
講
』
の
講
述
文

内
に
と
ど
ま
ら
ず
、
講
述
内
に
設
定
さ
れ
た
登
場
人
物
の
会
話
文
や

心
内
文
に
ま
で
浸
透
し
て
使
用
さ
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

【
ジ
】

○
親
益
感
心
シ
テ
是
ヨ
リ
倅
ヲ
呼
、
ヨ
ク
申
聞
タ
ル
処
、
倅
ハ
頭

ヲ
サ
ゲ
赤
面
シ
テ
、「
オ
フ
セ
（
オ
ホ
セ
）
ニ
ソ
ム
カ
ジ
。
其
法

ヲ
□
給
ヘ
。」
ト
申
セ
ハ
、
…

（
七
十
三
丁
オ
２
行
目
）

＊
京
の
穀
商
人
「
米
沢
や
（
屋
）」（
元
禄
期
）
の
倅
↓
親
（
東

国
出
身
）

会
話
文
に
お
い
て
ジ
（
打
消
意
志
）
を
用
い
た
例
で
あ
り
、
先
掲

の
助
動
詞
マ
ジ
の
用
法
に
近
い
。

【
マ
イ
】

○
…
我
カ
如
キ
無
学
訥
弁
ニ
テ
ハ
迚
モ
衆
人
ヲ
諭
ス
コ
ト
ハ
出
来

マ
ヒ
ト
深
ク
考
へ
、
先
、
眼
前
見ケ

ン

聞ブ
ン

シ
タ
ル
咄
ヲ
以
テ
譬タ
ト

喩ヘ

ト

シ
テ
讀
聞
セ
タ
ナ
ラ
ハ
、
勧
善
懲
悪
ノ
道
ニ
チ
カ
ヽ
ラ
ム
ト
存

ジ
テ
、
…

（
二
丁
ウ
４
行
目
）

○
…
御
笑
草
ト
ナ
ツ
テ
少
シ
モ
申
タ
コ
ト
ハ
御
用
ヒ
ニ
ハ
ナ
リ
マ

ス
マ
ヒ
。
各
様
方
カ
子
孫
ニ
教
訓
ナ
サ
ル
モ
其
ト
ホ
リ
チ
ヤ
。

（
六
十
四
丁
ウ
６
行
目
）

○
主
人
モ
フ
シ
ド
ニ
入
ナ
ガ
ラ
、
丁
児
ヲ
呼
テ
、「
最
早
夜
ア
ケ
ニ

間
モ
有
マ
ヒ
。
□
ヲ
出
ス
大
釜
ヘ
火
ヲ
焚
付
ヨ
。」
ト
云
付
タ

ガ
、
…

（
八
十
一
丁
オ
２
行
目
）

＊
高
野
山
近
く
の
山
麓
・
紺
屋
の
主
人
↓
丁
児

先
に
挙
げ
た
助
動
詞
マ
ジ
と
と
も
に
、
よ
り
口
語
性
の
高
い
マ
イ

を
も
使
用
す
る
。
講
述
文
や
心
内
文
に
お
け
る
助
動
詞
マ
イ（
マ
ヒ
）

は
、『
俗
講
』
の
講
述
者
が
特
に
聴
衆
（
読
み
手
）
の
存
在
を
意
識
し

た
文
脈
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
(
)

い
る
。
11
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【
イ
デ
ハ
】

○
何
程
□
カ
悪
ク
共
、
親
カ
教
訓
ヲ
致
サ
イ
テ
ハ
、
ス
ル
者
ハ
ナ

ヒ
。

（
五
十
二
丁
オ
８
行
目
）

上
方
語
的
性
格
を
示
す
語
法
イ
デ
（
ハ
）
を
使
用
す
る
。

【
ナ
カ
レ
】

○
…
第
六
條
カ
、「
毋
レレ
ト
作
二
非
為
一
」、
是
テ
六
ノ
諭
ト
成
テ
ゴ

ザ
ル
。

（
三
丁
オ
２
行
目
）

先
掲
の
ズ
ン
バ
と
同
じ
く
漢
文
訓
読
調
の
ナ
カ
レ
を
使
用
す
る
。

【
〜
テ
ナ
ウ
テ
ハ
・
〜
テ
（
デ
）
ナ
ク
テ
ハ
】

○
何
程
子
ニ
云
云
セ
ヨ
ト
求
テ
モ
、
己
親
ニ
其
如
ク
仕
ヘ
テ
ナ
ウ

テ
ハ
〔「
ウ
」
の
右
傍
に
朱
筆
に
よ
る
補
記
＝
ク
〕、
天
理
ニ
ハ

適
ハ
ヌ
カ
ラ
、
ソ
コ
テ
己
レ
先
ツ
改
心
シ
テ
…

（
五
十
四
丁
ウ
６
〜
７
行
目
）

○
…
水
火
ノ
中
ヘ
足
ヲ
フ
ミ
込
テ
再
ヒ
後
ヘ
引
ヌ
ト
云
倭
魂
ノ
有

心
テ
ナ
ク
テ
ハ
、
共
ニ
御
咄
ハ
ヱ
イ
申
サ
ヌ
。

（
六
十
四
丁
ウ
１
行
目
）

い
ず
れ
も
否
定
形
容
詞
ナ
イ
の
連
用
形
を
取
り
込
ん
で
仮
定
条
件

を
表
す
用
法
で
あ
る
。
ウ
音
便
化
と
原
形
保
持
と
の
両
形
が
み
ら

(
)

れ
る
。
12

【
〜
カ
ネ
テ
】

○
…
金
ヲ
タ
メ
テ
親
元
ヘ
行
コ
ト
ハ
サ
テ
置
、
其
日
〳
〵
ノ
口
ス

ギ
ガ
出
来
カ
ネ
テ
、
終
ニ
召
捕
ラ
レ
入
牢
シ
タ
デ
ゴ
ザ
ル
。

（
八
十
六
丁
ウ
４
行
目
）

こ
の
よ
う
に
『
俗
講
』
に
お
い
て
は
、
否
定
辞
ヌ
以
外
に
文
語
マ

ジ
や
上
方
語
的
性
格
を
有
す
る
イ
デ
な
ど
、
否
定
の
意
を
含
み
持
つ

語
法
が
文
体
的
な
幅
を
伴
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

三
・
二

否
定
辞
ヌ
の
様
相

『
俗
講
』
に
お
い
て
否
定
辞
ヌ
は
次
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。

【
ヌ
】

①
人
ト
争
フ
タ
ル
時
、「
ソ
ウ
言
レ
テ
ハ
男
カ
タ
ヽ
ヌ
。」
ト
ヤ
ラ

「
女
子
カ
タ
ヽ
ヌ
。」
ト
ヤ
ラ
云
テ
イ
キ
ド
ヲ
リ
マ
ス
ガ
、
其
男

モ
女
モ
ド
コ
カ
ラ
生
レ
テ
来
タ
物
ゾ
。

（
四
丁
オ
３
行
目
）

＊
不
特
定
の
男
・
女
子
↓
争
っ
た
相
手
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②「
…
遠
慮
ニ
ハ
及
ハ
ヌ
。
何
ナ
リ
ト
言
タ
カ
ヨ
ヒ
。」ト
申
タ
テ
、

息
子
カ
申
ニ
ハ
、
…

（
十
丁
ウ
６
行
目
）

＊
四
日
市
の
商
人
の
父
親
↓
息
子

③
…
親
ハ
ア
キ
レ
ハ
テ
暫
言
葉
モ
出
サ
ス
、心
ノ
中
テ
思
フ
ニ
ハ
、

「
サ
テ
〳
〵
困
リ
果
タ
ル
コ
ト
也
。
モ
シ
『
金
ヲ
借
サ
ヌ
』
ト
申

タ
ラ
、
若
気
ノ
心
得
違
ヒ
カ
ラ
欠
落
ク
ラ
ヒ
ハ
安
キ
コ
ト
ナ
レ

ト
モ
、
心
中
ト
言
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
テ
渕
川
ニ
身
ヲ
没
ス
ル
ヤ
ウ
ナ

コ
ト
ニ
成
タ
ラ
二
百
両
ヤ
三
百
両
ノ
金
ニ
ハ
換
ラ
レ
ヌ
悲
シ
ヒ

コ
ト
シ
ヤ
。
…
」
ト
思
案
ヲ
定
テ
、
…
（
十
一
丁
オ
７
行
目
）

＊
四
日
市
の
商
人
の
父
親
↓
息
子
（
心
内
文
）

④
…
親
ハ
其
泣
ユ
ヱ
ヲ
知
ラ
ズ
申
ヤ
ウ
、「
其
ヤ
ウ
ニ
シ
テ
イ
ズ

ト
、
早
ク
持
テ
行
ヌ
カ
。」
ト
申
マ
ス
ト
、
息
子
ハ
漸
ク
頭
ヲ
ア

ゲ
、
…

（
十
二
丁
オ
２
行
目
）

＊
四
日
市
の
商
人
の
父
親
↓
息
子

⑤
…
息
子
ノ
申
ニ
ハ
、「
親
等
カ
ヨ
イ
ト
思
召
ナ
ラ
ハ
、
私
ハ
善
悪

ハ
申
マ
セ
ヌ
。
御
モ
ラ
ヒ
被
下
。」
ト
申
カ
ラ
、
…

（
十
三
丁
オ
７
行
目
）

＊
四
日
市
の
商
人
の
息
子
↓
父
親

⑥
…
舌
ウ
チ
シ
テ
酒
ヲ
呑
盡
シ
テ
、「
母
者
人
モ
一
ツ
パ
ヒ
買
テ

コ
サ
レ
。」
ト
云
ハ
、
母
カ
云
ニ
ハ
、「
今
晩
ハ
実
ニ
ク
ラ
ク
時

ニ
雨
ハ
降
、
年
寄
テ
足
モ
ト
カ
ア
フ
ナ
ヒ
故
、
翌
日
ノ
飯
ノ
コ

ト
ニ
シ
テ
ヲ
ク
レ
。」
ト
言
ハ
、
眼
ヲ
イ
カ
ラ
シ
、「
オ
レ
カ
言

付
ル
ニ
何
故
行
ヌ
。
早
ク
行
オ
レ
。」
ト
叱
リ
付
ル
カ
ラ
、
母
ハ

無
是
非
ハ
ダ
シ
ニ
ナ
リ
、
…

（
十
九
丁
オ
５
行
目
）

＊
不
孝
息
子
（『
俗
講
』
の
講
述
者
の
縁
者
・
松
坂
在
住
）
↓
母
親

⑦
…
御
奉
行
ハ
暫
ク
御
考
ヘ
被
成
テ
、
扨
、
仰
セ
ラ
ル
ヽ
ニ
ハ
、

「
汝
、
親
ヲ
打
罪
言
コ
ト
ヲ
知
ラ
ヌ
カ
。」
ト
仰
ニ
答
テ
、「
親
ノ

悪
キ
ヲ
子
カ
打
ヲ
罪
ニ
成
ト
言
コ
ト
ハ
存
不
申
。」
ト
言
。
奉

行
ノ
仰
ニ
、
…

（
二
十
丁
ウ
７
行
目
）

＊
御
奉
行
↓
『
俗
講
』
の
講
述
者
の
縁
者
に
あ
た
る
不
孝
息
子

⑧
カ
ヤ
ウ
ニ
申
タ
ラ
、「
其
ヤ
ウ
ニ
我
物
マ
テ
モ
賣
テ
主
人
ヲ
養

ヒ
、
忠
義
ヲ
盡
シ
テ
モ
、
上
テ
御
奉
行
様
ノ
御
ホ
メ
ク
ラ
ヒ
ノ

コ
ト
デ
ハ
引
合
ヌ
。」
ト
申
御
方
ハ
此
御
席
ノ
中
ニ
ハ
コ
サ
ラ

ヌ
カ
、
…

（
二
十
五
丁
ウ
７
行
目
）

＊
不
特
定
（
聴
者
の
立
場
で
）
↓
『
俗
講
』
の
講
述
者

⑨
…
何
ト
悪
事
ヲ
ナ
シ
タ
報
ヒ
ハ
恐
ロ
シ
ヒ
コ
ト
テ
、「
人
ハ
知

ラ
ヌ
。」
ト
思
ヘ
ト
モ
、
天
道
ハ
ユ
ル
サ
ス
。

（
二
十
九
丁
オ
１
行
目
）
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＊
心
内
文
・
不
特
定
の
聴
者
の
立
場
↓
『
俗
講
』
の
講
述
者

⑩
…
一
揆
治
ツ
テ
後
、
老
人
女
子
共
ヲ
御
仕
置
ナ
サ
ル
ニ
、「
切
支

丹
ヲ
離
レ
タ
者
ハ
助
ケ
ル
。」
ト
仰
ラ
レ
タ
ケ
レ
ト
モ
、
皆
「
荊

セ
ラ
レ
テ
モ
切
支
丹
ハ
離
レ
ヌ
。」
ト
皆
申
カ
ラ
、
悉
刑
セ
ラ
レ

テ
…

（
三
十
二
丁
オ
７
行
目
）

＊
切
支
丹
↓
公
儀

⑪
ケ
様
ニ
申
タ
ラ
、
夫
テ
水
ノ
酒
ニ
成
タ
ル
證
據
ハ
知
レ
タ
カ
、

今
モ
昔
ニ
勝
リ
タ
ル
孝
子
カ
有
ニ
、
今
ハ
水
ノ
酒
ナ
ラ
ヌ
ハ
其

頃
ハ
神
代
ニ
近
ク
今
ハ
神
代
ニ
遠
キ
ユ
ヱ
カ
ト
疑
フ
人
モ
有
マ

セ
ウ
ガ
、
…

（
七
丁
ウ
７
行
目
）

＊
聴
衆
（
読
み
手
）
の
立
場
を
想
定
し
た
心
内
文

⑫
「
…
若
明
日
中
ニ
返
事
ナ
ク
バ
、
是
限
ノ
縁
ト
思
フ
テ
御
武
家

様
ノ
世
話
ニ
ナ
リ
、
誠
心
ヲ
以
テ
仕
ヘ
必
薄
情
ナ
事
シ
テ
遊
女

ト
人
ニ
笑
レ
ヌ
ヤ
ウ
ノ
心
得
カ
肝
要
シ
ヤ
。」
ト
言
テ
別
レ
テ

家
ニ
帰
リ
テ
直
様
、
…

（
十
ウ
２
行
目
）

＊
四
日
市
の
商
人
の
息
子
↓
女

⑬「
…
二
百
両
ヤ
三
百
両
ノ
金
ニ
ハ
換
ラ
レ
ヌ
悲
シ
ヒ
コ
ト
シ
ヤ
。

…
」
ト
思
案
ヲ
定
テ
…

（
十
一
丁
ウ
１
行
目
）

＊
心
内
文
。
主
体
は
四
日
市
の
商
人
の
父
親

⑭
…
思
案
ヲ
定
テ
申
ニ
ハ
、「
夫
ハ
存
シ
ヨ
ラ
ヌ
無
心
シ
ヤ
カ
、
生

涯
ニ
一
度
ノ
親
ヘ
ノ
頼
ト
ア
ラ
ハ
、
貸
テ
ヤ
リ
マ
セ
ウ
。
暫
ク

待
テ
居
ヨ
。」
ト
言
テ
、
…

（
十
一
丁
ウ
４
行
目
）

＊
四
日
市
の
商
人
の
父
親
↓
息
子

⑮
若
美
シ
キ
物
斗
ウ
ツ
ヽ
テ
穢
キ
物
ガ
ウ
ツ
ラ
ヌ
ナ
ラ
バ
、
神
明

ニ
霊
験
ハ
ナ
ヒ
。

（
四
十
五
丁
ウ
４
行
目
）

＊
一
文
す
べ
て
朱
筆
に
よ
る
補
記
。

⑯
扨
、
嫁
ノ
在
処
ヘ
貸
タ
三
百
両
斗
ノ
金
□
〔
返
ラ
ヌ
ヤ
ウ
ニ
〕

成
タ
カ
初
ニ
テ
追
々
不
都
合
ニ
ナ
リ
、
…

（
五
十
二
丁
オ
２
行
目
）

＊
朱
筆
に
よ
る
補
記
。

⑰
…
ナ
サ
ケ
ア
ル
行
届
ヒ
タ
支
配
人
カ
詞
ニ
涙
ヲ
流
シ
テ
喜
ヒ
、

飛
脚
ト
連
テ
追
分
迄
来
リ
、
是コ

ヽ

ニ
テ
飛
脚
ト
別
レ
テ
急
キ
松
阪

マ
テ
来
リ
大
橋
ヲ
渡
ル
時
、
東
ノ
方
ヲ
詠
メ
テ
思
フ
ニ
、「
是
ヨ

リ
大
口
迄
ハ
半
里
ニ
タ
ラ
ズ
、
ア
ヽ
何
卒
〔
親
仁
様

オ
ト
ツ
サ
ン

ハ
〕
無
事

ニ
ア
ラ
セ
ラ
ル
レ
バ
ヨ
イ
ガ
、
モ
シ
亡
命
ナ

ク

ナ
ラ
レ
タ
ト
聞
タ
ラ

力
モ
落
、
又
、
久
々
ニ
テ
国
ヘ
帰
リ
ナ
カ
ラ
御
参
宮
モ
出
来
ヌ

ハ
残
念
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
。
兎カ

ニ
モ
（
マ
マ
）

角カ
ク

ニ
モ
親
ニ
逢
ヌ
先
コ
ソ
幸

ヒ
ナ
レ
。
是
ヨ
リ
御
参
宮
致
シ
、
假
令
死
ナ
レ
テ
モ
無
事
ニ
テ
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モ
死
ナ
ヌ
ツ
モ
リ
ニ
テ
病
気
全
快
ヲ
祈
リ
、
二
ツ
ニ
ハ
主
家
ノ

繁
栄
我
身
無
事
ヲ
祷
ラ
ン
モ
ノ
。」
ト
不
図
心
ノ
変
ツ
タ
カ
此

男
ニ
悪
魔
ノ
障
礙
致
セ
シ
モ
ノ
ト
見
ヘ
ル
。
（
八
十
四
丁
オ
）

用
例
①
、
⑧
、
⑨
、
⑪
の
話
者
（
主
体
）
は
、
一
般
的
な
不
特
定

の
男
女
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
用
例
①
の
否
定
辞
ヌ
の
使
用
は

男
・
女
で
対
に
な
っ
て
い
る
。

用
例
②
〜
④
、
⑬
、
⑭
に
示
し
た
ヌ
使
用
の
話
者
は
、
四
日
市
の

商
人
（
父
親
）
で
あ
る
。
ま
た
用
例
⑤
、
⑫
の
話
者
は
四
日
市
の
商

人
の
息
子
、
用
例
⑥
は
、『
俗
講
』
の
講
述
者
の
縁
者
に
あ
た
る
松
坂

在
住
の
不
孝
息
子
が
否
定
辞
ヌ
の
話
者
と
な
っ
て
お
り
、『
俗
講
』
の

講
述
者
に
よ
る
用
例
⑮
、
⑯
を
も
含
め
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
男

性
（
商
人
な
ど
）
に
よ
る
ヌ
使
用
に
相
当
す
る
。

用
例
⑦
の
会
話
文
で
は
御
奉
行
が
話
者
と
な
っ
て
い
る
。
公
の
裁

き
の
場
で
、
母
親
を
困
ら
せ
る
不
孝
者
の
息
子
（『
俗
講
』
の
講
述
者

の
縁
者
に
あ
た
る
と
い
う
）
に
対
し
て
否
定
辞
ヌ
を
使
用
す
る
。

用
例
⑩
は
、「
切
支
丹
」（
キ
リ
シ
タ
ン
）
を
話
者
と
し
て
設
定
し

て
い
る
。
こ
の
場
面
で
の
否
定
辞
ヌ
は
、
弾
圧
に
あ
っ
て
も
決
し
て

信
仰
を
捨
て
な
い
と
い
う
信
者
の
必
死
の
覚
悟
を
表
明
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
用
例
⑰
は
、
松
坂
出
身
で
江
戸
で
の
奉
公
生
活
を
経

験
し
た
男
性
（
若
者
）
に
ま
つ
わ
る
実
話
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。

当
然
な
が
ら
聴
衆
（
読
み
手
）
か
ら
す
れ
ば
、
ヌ
を
使
用
す
る
話
者

の
男
性
（
若
者
）
は
、
江
戸
に
お
い
て
ナ
イ
使
用
を
経
験
し
た
も
の

と
想
像
さ
れ
よ
う
が
、
こ
の
場
面
で
は
専
ら
否
定
辞
ヌ
を
用
い
、
江

戸
語
の
否
定
辞
ナ
イ
は
使
用
し
な
い
。

『
俗
講
』
の
講
述
者
の
意
図
を
推
測
す
れ
ば
、
こ
の
男
性
（
若
者
）

が
た
と
え
江
戸
暮
ら
し
を
経
験
し
た
と
は
い
え
、
こ
の
時
点
で
は
地

元
、
松
坂
に
戻
っ
て
来
た
人
物
と
し
て
捉
え
直
し
、
余
所
行
き
で
は

な
い
、
ご
く
自
然
な
言
葉
遣
い
を
さ
せ
よ
う
と
し
た
結
果
、
否
定
辞

ヌ
が
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
次
の
よ
う
に
用
例
⑱
〜
㉑
に
つ
い
て
も
同
様
に
松
坂
に
縁
の

あ
る
人
物
設
定
に
お
い
て
は
、い
ず
れ
も
否
定
辞
は
ヌ
専
用
で
あ
る
。

ち
な
み
に
用
例
⑲
と
⑳
と
は
対
話
の
関
係
に
あ
る
。

⑱
…
如
此
シ
テ
一
ヶ
月
斗
苦
シ
ム
テ
死
ニ
マ
シ
タ
ラ
、
夫
婦
ノ
者

ハ
、
厄
介
離
レ
カ
致
シ
タ
ト
云
ヌ
斗
ノ
顔
色
ジ
ヤ
ト
近
所
ノ
人

カ
ニ
ク
ム
タ
テ
コ
サ
ル
。

（
五
十
二
丁
オ
１
行
目
）

＊
近
所
の
人
（
松
坂
の
住
人
）
↓
紺
屋
「
山
川
屋
」
の
夫
婦

⑲
「
夫
ハ
ヨ
イ
カ
御
前
ハ
江
戸
ニ
奉
公
シ
テ
コ
サ
ル
身
ノ
山
田
ヨ

リ
西
ム
イ
テ
行
ル
ヽ
ハ
イ
カ
成
コ
ト
ゾ
。」
ト
咎
メ
ラ
レ
無
據
、
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「
松
坂
大
橋
ニ
テ
心
カ
変
リ
、
山
田
ニ
テ
金
子
ヲ
遣
ヒ
ナ
ク
シ

テ
在
所
ヘ
帰
ル
ニ
モ
帰
ラ
レ
ヌ
様
ニ
成
シ
故
、
思
案
ヲ
シ
テ
モ

ヨ
イ
工
夫
モ
出
来
ズ
カ
ク
ノ
仕
合
御
賢
察
被
下
。」
ト
涙
ヲ
落

ス
カ
ラ
、
…

（
八
十
五
丁
ウ
７
行
目
）

＊
江
戸
へ
奉
公
し
て
い
た
男
（
松
坂
出
身
）
↓
同
郷
の
男

⑳
…
向
ノ
男
ノ
云
、「
夫
ハ
存
ヨ
ラ
ヌ
気
ノ
毒
ナ
コ
ト
ナ
リ
。
我

ヨ
キ
工
夫
モ
有
レ
ハ
、
先
我
ニ
随
ヒ
来
ラ
レ
ヨ
。」
ト
先
ニ
立
テ

行
跡
ヨ
リ
ス
コ
〳
〵
行
ケ
ハ
、
…

（
八
十
六
丁
オ
１
行
目
）

＊
同
郷
の
男
↓
江
戸
へ
奉
公
し
て
い
た
男
（
松
坂
出
身
）

㉑
…
益
驚
キ
悲
ミ
、
異
見
ヲ
ス
ル
ニ
モ
何
レ
ニ
居
ル
カ
姿
ハ
見
セ

ズ
月
日
ヲ
送
ル
ウ
チ
、「
入
牢
致
シ
タ
」
ト
聞
、「
是
ハ
迚
モ
叶

ハ
ヌ
。」
ト
思
ヒ
キ
リ
、
除
帳
ニ
致
シ
タ
カ
、
…

（
八
十
七
丁
オ
２
行
目
）

＊
心
内
文
で
主
体
は
江
戸
へ
奉
公
し
て
い
た
男
(松
坂
出
身
)の
親

三
・
三

否
定
辞
ン
の
様
相

否
定
辞
ヌ
と
と
も
に
、
ン
は
次
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。

【
ン
】
の
用
例

①
…
親
カ
答
（
申
）
ニ
（
ハ
）、「
子
カ
親
ニ
頼
ム
ニ
改
リ
タ
ル
言

ヤ
ウ
シ
ヤ
。
遠
慮
ニ
ハ
及
ハ
ヌ
。
何
ナ
リ
ト
言
タ
カ
ヨ
ヒ
。」

ト
申
タ
テ
、
息
子
カ
申
ニ
ハ
、「
恥
敷
コ
ト
ナ
カ
ラ
、
四
日
市
ノ

馴
染
ノ
女
カ
此
度
ア
ル
御
屋
敷
ヘ
見
請
セ
ラ
ル
ヽ
相
談
ニ
成
マ

シ
タ
カ
、
此
女
ヲ
外
ヘ
引
サ
レ
テ
ハ
傍
輩
ヤ
友
達
ニ
ア
ハ
ス
顔

ノ
ナ
ヒ
義
理
カ
有
マ
ス
故
、
何
テ
モ
私
カ
身
請
致
シ
、
三
日
テ

モ
妻
ニ
致
シ
サ
ヘ
ス
レ
バ
、
後
ハ
イ
カ
ヨ
ウ
ニ
成
マ
シ
テ
モ
少

シ
モ
厭
ヒ
マ
セ
ン
。
…
」
ト
辱
モ
遠
慮
モ
ナ
ク
申
カ
ラ
親
ハ
ア

キ
レ
ハ
テ
…

（
十
一
丁
オ
３
行
目
）

＊
四
日
市
の
商
人
の
息
子
↓
父
親

②
…
親
カ
此
コ
ト
ヲ
聞
、
我
カ
子
ヲ
不
便
ニ
思
ヒ
、「
最
早
、
嫁
入

ノ
カ
ズ
ナ
レ
ハ
、
イ
ト
マ
ヲ
モ
ラ
ヒ
、
嫁
入
サ
セ
ム
ト
思
フ
テ

イ
ト
マ
モ
ラ
ヒ
ニ
来
タ
処
カ
、
下
女
カ
申
ニ
ハ
、「
嫁
入
ノ
時
刻

カ
ヲ
ク
レ
、
年
寄
テ
オ
バ
ニ
ナ
ル
ト
モ
、
目
ノ
御
不
自
由
ナ
一

人
ノ
御
主
人
ヲ
□
テ
行
コ
ト
ハ
出
来
マ
セ
ン
。」
ト
答
タ
サ
ウ

テ
コ
サ
ル
カ
、
何
ト
此
一
言
テ
モ
忠
義
ノ
誠
ノ
心
サ
シ
カ
分
ル

テ
コ
サ
ル
。

（
二
十
四
丁
ウ
８
行
目
）

＊
下
女
↓
親
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③
何
ト
是
モ
タ
メ
シ
少
ナ
ヒ
美
談
デ
ハ
有
マ
セ
ン
カ
。

（
三
十
七
丁
オ
２
行
目
）

＊
『
俗
講
』
の
講
述
者
↓
聴
衆
（
読
み
手
）

④
…
此
男
モ
堪
忍
ヲ
ス
レ
ハ
此
禍
ニ
モ
逢
ズ
、
死
ナ
ン
ト
ヨ
イ
モ

ノ
ヲ
、
妻
（
女
房
）
ト
喧
嘩
ヨ
リ
怒
リ
ニ
堪
ヘ
ズ
此
災
ニ
逢
ヒ

テ
ア
タ
ラ
命
ヲ
失
フ
タ
ハ
不
便
ナ
コ
ト
シ
ヤ
。

（
四
十
一
丁
ウ
７
行
目
）

⑤
下
手
カ
上
手
ニ
カ
ワ
ル
ト
、
何
レ
手
足
ニ
怪
我
セ
ム
ト
ハ
オ
ラ

ヌ
モ
ノ
シ
ヤ
ト
老
子
ニ
申
テ
ア
ル
カ
、
天
道
ノ
罰
、
利
生
（
霊

験
）
ハ
日
本
ミ
ク
ニ

モ
唐
土
カ

ラ

モ
同
ジ
コ
ト
ジ
ヤ
。

（
四
十
二
丁
ウ
３
行
目
）

⑥
其
ユ
カ
ム
蓬
カ
麻
ノ
中
ニ
ハ
ヱ
ル
ト
、
右
ヘ
ユ
ガ
マ
ウ
ト
ス
レ

ハ
右
ニ
ス
ク
ナ
麻
ガ
ア
ル
カ
ラ
、
ユ
カ
ム
コ
ト
カ
出
来
ズ
、
又

左
へ
ユ
カ
マ
ウ
ト
ス
レ
ハ
、
左
ニ
モ
ス
ク
ナ
麻
カ
ア
リ
、
前
モ

後
モ
皆
ス
ク
ナ
麻
ガ
ア
ツ
テ
ユ
カ
ム
コ
ト
カ
出
来
ン
（
ム
）
カ

ラ
、
無
拠
ス
ク
ナ
蓬
カ
出
来
ル
ト
云
タ
ト
ヱ
ジ
ヤ
。

（
四
十
七
丁
ウ
３
行
目
）

＊
『
俗
講
』
の
講
述
者
↓
聴
衆
（
読
み
手
）、

ム
の
右
傍
に
ン
と
朱
筆
に
て
記
す
。

⑦
何
程
骨
折
テ
教
訓
シ
テ
モ
、
己
ガ
身
正
シ
カ
ラ
ザ
レ
バ
、
子
孫

ニ
ヨ
イ
者
ハ
出
来
ン
。

（
五
十
二
丁
ウ
６
行
目
）

＊
『
俗
講
』
の
講
述
者
↓
聴
衆
（
読
み
手
）

⑧
身
ヲ
正
シ
ウ
シ
テ
御
教
訓
ナ
サ
ラ
ン
ト
、蔭
デ
笑
ヒ
マ
ス
カ
ラ
、

其
御
心
得
テ
子
孫
ヤ
家
来
衆
ヲ
御
諭
シ
ナ
サ
レ
タ
ヒ
テ
ゴ
サ

ル
。

（
六
十
四
丁
ウ
７
行
目
）

＊
『
俗
講
』
の
講
述
者
↓
聴
衆
（
読
み
手
）

⑨
「
…
夫
ヨ
リ
博
奕
ハ
見
セ
ン
ヤ
ウ
ニ
致
シ
タ
。」
ト
云
テ
居
リ
マ

(
)

シ
タ
。

（
四
十
九
丁
ウ
４
行
目
）

13

＊
三
歳
に
な
る
男
児
の
母
親
と
そ
の
下
女
↓
『
俗
講
』
の
講
述
者

坂
口
至
（
一
九
九
〇
）
は
、
否
定
辞
ヌ
お
よ
び
ン
に
つ
い
て
、
江

戸
時
代
末
（
後
）
期
上
方
の
噺
本
を
資
料
と
し
た
調
査
結
果
か
ら
、

Ⅰ
新
形
「
ン
」
の
比
率
は
九
％
弱
に
と
ど
ま
り
、
Ⅱ
話
者
の
属
性
で

は
、
女
性
（
町
人
女
性
や
遊
女
）
の
発
話
に
お
い
て
「
ン
」
化
が
多

く
み
ら
れ
、
さ
ら
に
Ⅲ
「
ヌ
」
か
ら
「
ン
」
へ
の
変
換
は
、
助
詞
下

接
（
特
に
終
助
詞
「
か
」「
か
え
」「
か
い
」
が
下
接
す
る
場
合
）、
単

純
終
止
、
体
言
下
接
の
順
に
進
ん
で
い
る
、
と
分
析
(
)

す
る
。
14

『
俗
講
』
に
お
け
る
否
定
辞
ヌ
お
よ
び
ン
の
用
例
に
よ
れ
ば
、
Ⅰ
新

形
「
ン
」
の
比
率
は
約
六
％
（
ヌ
＝
一
五
三
例
に
対
し
、
ン
＝
九
例
）
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と
な
り
、
Ⅱ
用
例
②
の
よ
う
に
女
性
（
下
女
）
の
会
話
の
ほ
か
に
も
、

用
例
①
③
④
、
⑥
〜
⑧
と
、
男
性
に
よ
る
使
用
（『
俗
講
』
の
講
述
者

の
ン
使
用
を
含
む
）
が
確
認
で
き
る
。

ま
た
、
Ⅲ
「
ン
」
化
す
る
場
合
の
下
接
語
の
傾
向
に
つ
い
て
は
、

上
方
語
の
噺
本
と
同
じ
順
位
と
な
っ
て
お
り
、
助
詞
が
下
接
す
る
場

合
（
五
例
、
用
例
③
〜
⑥
、
⑧
）、
が
単
純
終
止
（
三
例
、
用
例
①
②

⑦
）
を
や
や
上
回
っ
て
い
る
。
ま
た
体
言
下
接
の
ン
の
用
例
が
み
ら

れ
な
い
点
も
一
致
す
る
。（『
俗
講
』
に
お
け
る
否
定
辞
ヌ
・
ン
の
様

相
に
つ
い
て
は
〈
表
〉
を
参
照
）

こ
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
後
期
（
天
保
年
間
前
後
）
の
成
立
と
推

定
さ
れ
る
『
俗
講
』
で
は
、
そ
の
言
語
事
象
か
ら
み
る
限
り
、
問
題

⑵
に
つ
い
て
は
否
定
辞
の
ヌ
か
ら
新
形
ン
へ
の
進
行
が
確
認
で
き
る

段
階
に
あ
り
、
金
沢
（
一
九
九
八
）
が
指
摘
す
る
よ
う
な
、
上
方
語

に
お
け
る
〈「
ヌ
」
か
ら
新
形
「
ン
」
化
へ
の
流
れ
〉
が
当
時
の
伊
勢

方
言
（
口
語
）
に
も
平
行
的
に
投
影
し
て
い
た
状
況
を
う
か
が
う
こ

と
が
で
き
よ
う
。

四

否
定
過
去
辞
ン
ダ

先
に
提
示
し
た
問
題
⑶
（
第
二
節
）
に
関
す
る
言
語
事
象
と
し
て
、
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〈
表
〉『
俗
講
』
に
お
け
る
否
定
辞
ヌ
・
ン
の
様
相

題
目
（
条
）・
丁
数

ヌ

ン

終

小
計

終

小
計

体

体

①
孝
順
父
母

（
一
オ
〜
二
二
オ
）

20

29

1

1

9

0

②
尊
敬
長
上

（
二
二
オ
〜
三
四
オ
）

16

23

1

1

7

0

③
和
睦
郷
里

（
三
四
オ
〜
四
六
ウ
）

20

42

3

3

22

0

④
教
訓
子
孫

（
四
六
ウ
〜
六
五
オ
）

19

27

3

4

8

1

⑤
各
安
生
理

（
六
五
オ
〜
七
八
オ
）

4

10

0

0

6

0

⑥
毋
作
非
為

（
七
八
オ
〜
九
〇
ウ
）

5

22

0

0

17

0

合

計

84

153

8

9

69

1

（注）表中の「終」は単純終止の用法、「体」は連体形接続の
用法をさす。
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『
俗
講
』
に
は
、
現
代
の
三
重
県
方
言
に
お
い
て
も
使
用
さ
れ
る
否
定

過
去
辞
(
)

ン
ダ
の
用
例
（
全
四
例
）
を
拾
う
こ
と
が
で
き
る
。

15

①
其
後
、
國
ニ
疫
気
エ
ヤ
ミ

カ
流
行
、
人
多
ク
死
テ
治
療
カ
出
来
ン
タ
ト

ア
ル
。

（
三
十
一
丁
ウ
１
行
目
）

②
…
先
年
ノ
附
届
ノ
少
ナ
ヒ
コ
ト
ヤ
寄
附
ヲ
致
サ
ム
タ
コ
ト
ヲ
得

□
奉
リ
テ
、
ド
ウ
ヤ
ラ
コ
ウ
ヤ
ラ
葬
テ
モ
ロ
ウ
カ
ラ
、
坊
主
ハ

益
権
威
ニ
ツ
ノ
リ
、
我
侭
ヲ
フ
ル
マ
ウ
ハ
、
実
ニ
惜
ム
ヘ
キ
風

儀
テ
ゴ
サ
ル

（
三
十
二
丁
ウ
８
行
目
）

③
…
イ
マ
タ
吟
味
モ
セ
ザ
ル
ウ
チ
、
座
敷
ヲ
ヌ
ケ
出
、
何
レ
ヘ
カ

出
奔
イ
タ
シ
タ
テ
、
親
許
モ
組
ガ
ヽ
リ
ニ
テ
吟
味
致
シ
タ
ケ
レ

ト
モ
、
ト
ン
ト
行
衛
ガ
シ
レ
ム
タ
カ
、
十
年
斗
立
テ
後
、
橫
濱

ヘ
出
テ
帰
参
ヲ
願
フ
タ
処
ガ
、
聞
済
ニ
ナ
リ
、
再
勤
致
シ
テ
居

ル
ト
云
コ
ト
テ
有
タ
ガ
、
又
、
悪
事
カ
有
タ
カ
致
シ
テ
此
度
ハ

刑
戮
ニ
逢
タ
ト
申
コ
ト
チ
ヤ
。

（
五
十
一
丁
オ
７
行
目
）

④
扨
、
是
マ
テ
種
々
ノ
コ
ト
ヲ
御
咄
シ
申
ノ
モ
、
産
子
ノ
方
ニ
ハ

皆
我
カ
子
ノ
如
ク
存
ル
カ
ラ
聊
ノ
悪
事
モ
ナ
キ
ヤ
ウ
ト
思
フ
心

デ
御
教
訓
ヲ
申
ノ
チ
ヤ
カ
、
若
、
如
此
申
拙
者
カ
大
酒
ヲ
致
シ

タ
リ
、
博
奕
ヲ
シ
タ
リ
、
色
ヲ
好
テ
妾
ヲ
置
タ
リ
シ
テ
身
持
カ

ヨ
ロ
シ
カ
ラ
ム
タ
ナ
ラ
ハ
、
宿
テ
帰
ツ
テ
カ
ラ
御
笑
草
ト
ナ
ツ

テ
少
シ
モ
申
タ
コ
ト
ハ
御
用
ヒ
ニ
ハ
ナ
リ
マ
ス
マ
ヒ
。

（
六
十
四
丁
ウ
５
行
目
）

用
例
①
〜
④
に
示
す
よ
う
に
、
表
記
に
は
ン
タ
と
ム
タ
と
で
揺
れ

が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
『
俗
講
』
の
講
釈
内
に
登
場
す
る
人
物
の
会

話
文
や
心
内
文
を
写
す
場
面
で
は
な
く
、『
俗
講
』
の
講
述
者
自
身
に

よ
る
口
語
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
用
例
①
〜
④
と
も
に

否
定
過
去
辞
ン
ダ
は
、
現
代
の
共
通
語
に
置
き
換
え
れ
ば
、「
〜
な

か
っ
た
」
の
意
味
に
相
当
す
る
。

こ
の
否
定
過
去
辞
ン
ダ
に
つ
い
て
、
大
西
拓
一
郎
（
二
〇
一
七
）

は
、

ン
ダ
類
は
、
近
畿
地
方
と
北
陸
地
方
に
分
か
れ
て
分
布
し
て
い

る
。
た
だ
し
、
京
都
府
に
は
Ｇ
(
)

Ａ
Ｊ
で
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な

16

か
っ
た
。
Ｆ
Ｐ
(
)

Ｊ
Ｄ
で
は
京
都
府
内
に
分
散
し
な
が
ら
も
兵
庫
県

17

と
連
続
す
る
形
で
、
新
た
な
分
布
が
現
れ
て
い
る
。（
二
一
頁
）

と
し
、
続
け
て
、

ン
ダ
類
に
つ
い
て
は
、
ン
カ
ッ
タ
の
影
に
隠
れ
る
よ
う
に
こ
れ

ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
今
後
、
近
畿
地
方
を

中
心
に
ど
の
よ
う
な
変
化
を
見
せ
る
の
か
、
そ
の
動
向
は
注
目
さ

れ
る
。
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と
指
摘
(
)

す
る
。
18

『
俗
講
』
と
ほ
ぼ
成
立
時
代
を
同
じ
く
す
る
と
み
ら
れ
る
平
田
篤

胤
（
安
永
五
年
〜
天
保
一
四
年
・
一
七
七
六
〜
一
八
四
三
）
の
神
道

講
釈
に
は
、
湯
澤
幸
吉
郎
（
一
九
五
四
）
に
お
い
て
、

○
契
沖
ハ
固
ク
御
辞
退
申
テ
罷
出
ナ
ン
ダ
デ
ゴ
ザ
ル
。

（『
古
道
大
意
』
上
、
一
二
丁
〜
一
三
丁
）

と
(
)

示
す
以
外
に
も
、『
俗
講
』
の
講
述
者
が
直
接
言
及
す
る
篤
胤
の
講

19

本
『
出
定
笑
(
)

語
』
の
中
に
は
、

20

○
ア
ク
マ
デ
佛
ビ
イ
キ
ト
イ
ヒ
。
其
ノ
佛
ノ
本
国
ノ
コ
ト
ヂ
ャ
ニ

依
テ
。
ド
ウ
モ
。
好
ク
。
イ
ヒ
タ
ク
テ
。
ナ
ラ
ナ
ン
ダ
ラ
ウ

ガ
。

（『
出
定
笑
語
』
上
、
六
丁
オ
）

○
実
ニ
迦
葉
ハ
コ
ノ
時
居
合
セ
ナ
ン
ダ
モ
ノ
ヲ
。

（『
出
定
笑
語
』
中
、
十
四
丁
オ
）

○
マ
タ
佛
法
ノ
方
ノ
物
ハ
。
一
ト
シ
テ
焼ヤ
ケ

ナ
ン
タ
デ
ゴ
ザ
ル
。

（『
出
定
笑
語
』
下
、
九
丁
オ
）

の
よ
う
に
、
否
定
過
去
辞
ナ
ン
ダ
の
用
例
を
容
易
に
見
出
だ
す
こ
と

が
で
き
る
。

江
戸
に
お
い
て
盛
ん
に
実
践
さ
れ
、
神
道
者
の
間
に
と
ど
ま
ら
ず

広
汎
に
流
布
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
篤
胤
の
『
古
道
大
意
』『
出
定
笑

語
』『
俗
神
道
大
意
』
な
ど
の
講
本
を
、『
俗
講
』
の
講
述
者
も
ま
た

同
様
に
参
考
に
し
て
い
た
こ
と
は
、『
俗
講
』
の
内
部
徴
証
か
ら
も
明

白
で
(
)

あ
る
。『
俗
講
』の
講
述
者
は
、そ
の
意
識
を
持
ち
さ
え
す
れ
ば
、

21

伊
勢
方
言
の
否
定
過
去
辞
ン
ダ
の
代
替
形
と
し
て
、
京
・
大
坂
な
ど

の
上
方
語
の
み
な
ら
ず
、
江
戸
語
で
も
広
く
行
わ
れ
て
い
た
ナ
ン
ダ

に
変
換
し
て
使
用
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
困
難
な
こ
と
で
は
な
か
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
然
し
、
そ
う
し
た
言
語
的
側
面
に
と
ら
わ
れ

る
こ
と
な
く
、『
俗
講
』
の
講
述
者
が
〈
否
定
＋
過
去
〉
の
意
を
示
す

表
現
と
し
て
、
ナ
ン
ダ
で
は
な
く
、
現
代
の
三
重
県
方
言
に
も
通
じ

る
ン
ダ
を
使
用
し
て
い
る
点
は
、
興
味
深
い
。

江
端
義
夫
（
一
九
七
八
）
は
、
否
定
過
去
辞
ン
ダ
を
含
め
た
、
中

部
地
方
に
お
け
る
打
ち
消
し
表
現
の
分
布
状
況
を
臨
地
調
査
し
た
う

え
で
、「
北
陸
域
で
の
新
形
『
イ
カ
ン
ダ
』」
に
つ
い
て
、「『
行
か
な

か
っ
た
』
の
意
で
表
現
さ
れ
る
『
イ
カ
ン
ダ
』
は
、
ま
さ
に
、
簡
潔

な
表
現
の
姿
」
で
あ
り
、「
言
語
主
体
の
想
念
を
き
っ
ぱ
り
と
表
明
し

た
心
性
を
持
つ
」（
六
頁
）
と
指
摘
(
)

す
る
。
22

確
か
に
「
イ
カ
ン
ダ
」〔
ikanda〕
の
語
構
成
に
即
し
て
い
え
ば
、

「
イ
カ
ナ
ン
ダ
」〔
ikananda〕
と
相
違
す
る
の
は
わ
ず
か
に
「
ナ
」

一
音
の
有
無
で
し
か
な
い
。
そ
の
「
ナ
」
一
音
の
介
入
を
も
拒
む
動
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詞
未
然
形「
イ
カ
」と
否
定
過
去
辞「
ン
ダ
」（
あ
る
い
は
否
定
辞「
ン
」）

と
の
結
合
は
相
当
の
緊
密
度
を
有
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
江
端
（
一
九
七
八
）
は
、「
イ
カ
ン
ダ
」
の
成
立
に
つ
い
て
、

「
イ
カ
ン
ダ
」
は
「
イ
カ
ナ
ン
ダ
」
が
「
イ
カ
ン
ダ
」
へ
と
変
化

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。「
イ
カ
ン
ダ
」
の
分
布
は
、
能
登
の
先
端
と

加
賀
の
南
部
域
と
に
存
す
る
。
こ
れ
は
、
す
で
に
早
く
、
近
畿
か

ら
「
イ
カ
ナ
ン
ダ
」
が
伝
播
し
、
定
着
し
き
っ
た
北
陸
で
、ika

へ
の
簡
略
化
現
象
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の

nanda
＞
ikanda

と
解
さ
れ
る
。「
イ
カ
ナ
ン
ダ
」
の
古
い
地
盤
の
土
地
で
、「
イ
カ

ナ
ン
ダ
」
が
、
そ
れ
と
交
替
す
べ
き
改
新
事
象
が
な
い
時
、
そ
の

土
地
で
、「
イ
カ
ン
ダ
」
へ
の
自
己
改
新
を
起
し
た
も
の
と
さ
れ
よ

う
。「
イ
カ
ン
ダ
」
は
新
し
い
勢
力
と
見
な
さ
れ
る
。（
七
頁
）

と
説
き
、
三
重
県
方
言
の
「
イ
カ
ン
ダ
」
に
つ
い
て
も
同
様
の
認
識

を
も
っ
て
記
述
(
)

す
る
。
23

こ
こ
で
改
め
て
『
俗
講
』
に
お
け
る
否
定
過
去
辞
ン
ダ
使
用
が
持

つ
意
味
に
つ
い
て
考
え
た
い
。『
俗
講
』
の
講
述
者
は
、
そ
の
資
料
の

内
部
徴
証
か
ら
み
て
、
伊
勢
国
松
坂
の
地
に
生
活
の
拠
点
を
構
え
、

「
六
諭
衍
義
（
大
意
）」
の
教
化
を
実
践
・
展
開
し
、
当
時
（
天
保
年

間
前
後
と
推
定
さ
れ
る
）
は
す
で
に
壮
年
期
を
過
ぎ
て
い
た
神
主
で

あ
っ
た
と
自
ら
述
べ
て
(
)

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
言
に
虚
偽
が
な

24

い
と
す
れ
ば
、
否
定
過
去
辞
ン
ダ
は
、
す
で
に
幕
末
期
以
前
に
は
伊

勢
国
、松
坂
周
辺
に
定
着
・
分
布
し
て
お
り
、『
俗
講
』の
講
述
者（
教

養
層
）
の
手
に
成
る
写
本
、
即
ち
「
講
義
物
」
に
類
す
る
国
語
資
料

に
顔
を
覗
か
せ
る
ほ
ど
勢
力
を
得
て
い
た
も
の
と
推
察
で
き
よ
う
。

『
俗
講
』
に
お
い
て
否
定
過
去
辞
ン
ダ
が
み
せ
る
様
相
か
ら
み
れ

ば
、
推
論
の
域
は
出
な
い
が
、
江
戸
時
代
後
期
（
天
保
年
間
・
十
九

世
紀
半
ば
）
の
伊
勢
方
言
に
お
け
る
否
定
過
去
辞
ン
ダ
が
、
す
で
に

西
部
・
中
部
方
言
地
域
に
広
汎
に
及
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
ナ
ン
ダ
の

分
布
圏
内
で
、
そ
の
一
角
に
お
い
て
地
歩
を
固
め
る
ほ
ど
の
勢
力
を

有
し
て
い
た
状
況
が
察
せ
ら
(
)

れ
る
。
少
な
く
と
も
、松
坂
在
住
の『
俗

25

講
』
の
講
述
者
に
と
っ
て
は
否
定
過
去
辞
ナ
ン
ダ
よ
り
も
ン
ダ
を
使

用
す
る
方
が
自
然
だ
と
思
わ
せ
る
だ
け
の
勢
力
を
、
ン
ダ
が
保
持
し

得
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、現
代
の
三
重
県
方
言
に
お
い
て
、「
知
ら
ん
だ
」（
＝

共
通
語
「
知
ら
な
か
っ
た
」）
と
い
う
形
で
、
日
常
的
な
方
言
と
し
て

も
頻
用
さ
れ
る
否
定
過
去
辞
ン
ダ
は
、『
俗
講
』
の
用
例
が
示
す
よ
う

に
、
そ
の
発
生
が
江
戸
時
代
後
期
（
天
保
年
間
前
後
）
に
ま
で
遡
る

可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
れ
以
後
、
現
代
に
至
り
、
や
が
て
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約
二
百
年
に
及
ば
ん
と
す
る
否
定
過
去
辞
ン
ダ
の
語
史
を
想
定
す
る

必
要
性
が
生
じ
よ
う
。

幕
末
・
維
新
の
動
乱
の
世
を
経
て
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
、
そ
し

て
平
成
の
現
代
三
重
県
方
言
に
お
い
て
連
綿
と
続
い
て
き
た
否
定
過

去
辞
ン
ダ
の
命
脈
を
想
像
す
る
と
き
、
そ
の
生
命
力
の
逞
し
さ
、
強

靱
さ
を
覚
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

五

お
わ
り
に

前
節
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
、
問
題
⑴
〜
⑷
（
第
二
節
）
に
つ
い

て
要
点
を
記
し
、
本
稿
の
結
び
と
す
る
。

⑴
『
俗
講
』
の
否
定
表
現
は
、
総
じ
て
ヌ
（
ン
）
を
主
軸
と
す
る

上
方
語
に
基
づ
く
西
部
方
言
的
な
傾
向
を
示
す
と
と
も
に
、
助

動
詞
マ
ジ
、
漢
文
訓
読
語
ナ
カ
レ
な
ど
を
用
い
る
な
ど
、
部
分

的
に
文
語
的
性
格
を
も
帯
び
て
い
る
。

⑵
『
俗
講
』
の
否
定
表
現
に
お
い
て
、
旧
形
ヌ
の
ほ
か
、
新
形
ン

の
使
用
が
み
と
め
ら
れ
、
江
戸
時
代
後
期
の
上
方
語
に
お
け
る

推
移
を
反
映
し
た
言
語
事
象
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
否
定

辞
ナ
イ
、
否
定
過
去
辞
ナ
ン
ダ
、
ナ
カ
ッ
タ
は
使
用
し
な
い
。

⑶
『
俗
講
』
の
否
定
表
現
に
お
い
て
、
伊
勢
方
言
に
特
徴
的
な
否

定
過
去
辞
ン
ダ
の
使
用
が
み
と
め
ら
れ
、
今
後
の
ン
ダ
解
明
の

端
緒
と
も
な
り
得
る
貴
重
な
用
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

⑷

否
定
表
現
を
通
し
て
み
た
『
俗
講
』
が
示
す
言
語
事
象
の
様

相
か
ら
み
て
、『
俗
講
』
は
改
め
て
江
戸
時
代
後
期
の
伊
勢
地
方

に
お
け
る
国
語
資
料
（
史
料
）
と
し
て
の
価
値
を
有
す
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

注（
１
）
金
田
弘
、
宮
腰
賢
（
一
九
八
八
）『
新
訂
国
語
史
要
説
』
秀
英
出
版
、

五
八
頁
。

（
２
）
例
え
ば
、「
や
む
を
得
ナ
イ
（
↑
ヌ
）」
な
ど
は
否
定
辞
ナ
イ
が
ヌ
に

取
っ
て
代
わ
っ
た
典
型
的
な
用
法
と
い
え
よ
う
。

大
阪
語
の
否
定
表
現
に
つ
い
て
は
、
金
沢
裕
之
（
一
九
九
五
）「
明

治
期
大
阪
語
の
打
消
表
現
」『
日
本
近
代
語
研
究
２
』
ひ
つ
じ
書
房
、

（
一
九
九
八
）、『
近
代
大
阪
語
変
遷
の
研
究
』
和
泉
書
院
に
所
収
、
な
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ど
参
照
。
ま
た
現
代
語
に
お
い
て
共
通
語
が
関
西
の
口
語
に
影
響
を

与
え
た
状
況
に
つ
い
て
は
、
馬
瀬
良
雄
（
一
九
七
七
）「
東
西
方
言
の

対
立
」『
岩
波
講
座
日
本
語

方
言
』
岩
波
書
店
、
二
三
五
〜
二
八
九

11

頁
な
ど
参
照
。

（
３
）
芥
子
川
律
治
（
一
九
七
一
）『
名
古
屋
方
言
の
研
究
』（
泰
文
堂
）、

彦
坂
佳
宣
（
一
九
九
七
）『
尾
張
近
辺
を
主
と
す
る
近
世
期
方
言
の
研

究
』
和
泉
書
院
な
ど
参
照
。

（
４
）『
俗
講
』
の
書
誌
、
成
立
事
情
、
講
述
者
、
言
語
的
特
徴
な
ど
に
つ

い
て
は
、
安
道
里
巳
（
二
〇
一
七
）「
伊
勢
国
神
職
講
『
六
諭
衍
義
俗

講
』
と
そ
の
言
語
」『
皇
學
館
論
叢
』
第
五
十
巻
第
三
号
参
照
。
本
稿

に
お
い
て
も
、『
俗
講
』
に
お
け
る
言
語
（
口
語
）
を
伊
勢
国
出
身
の

教
養
層
に
属
す
る
人
物
（
年
齢
は
五
十
代
と
想
定
さ
れ
る
）
が
、
江

戸
時
代
後
期
（
天
保
年
間
前
後
）
に
使
用
し
た
も
の
と
し
て
扱
う
。

（
５
）
湯
澤
幸
吉
郎
（
一
九
五
四
）『
増
訂
江
戸
言
葉
の
研
究
』
明
治
書
院
。

（
６
）
注
（
５
）
に
同
じ
。

（
７
）
注
（
２
）
文
献
、
金
沢
（
一
九
九
五
）
参
照
。

（
８
）
用
例
の
掲
出
に
つ
い
て
は
句
読
点
、
鉤
括
弧
を
付
し
、
判
読
し
か

ね
る
文
字
は
□
で
示
し
た
ほ
か
、合
略
仮
名
は
カ
ナ
表
記
に
改
め
た
。

（
９
）
此
島
正
年
（
一
九
七
三
）『
国
語
助
動
詞
の
研
究
体
系
と
歴
史
』
お
う

ふ
う
、
四
二
九
〜
四
三
三
頁
参
照
。
助
動
詞
マ
ジ
（
マ
イ
）
と
ベ
シ

と
の
対
応
、
マ
イ
の
盛
衰
に
つ
い
て
説
く
。

（

）「
六
諭
（
衍
義
）」
受
容
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
角
田
多
加
雄
（
一
九

10
八
四
）「
六
諭
衍
義
大
意
前
史
―
六
諭
衍
義
の
成
立
と
、
そ
の
日
本
伝

来
に
つ
い
て
―
」
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
紀
要
、
第
二

十
四
号
な
ど
参
照
。

（

）『
俗
講
』
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
り
、
講
釈
が
実
際
に
実
践
さ

11
れ
た
よ
う
な
臨
場
感
を
読
み
手
に
対
し
、
効
果
的
に
与
え
て
い
る
。

○
色
ノ
支
躰
ヲ
害
ヒ
破
ル
コ
ト
ハ
中
々
二
席
三
セ
キ
ニ
ハ
説
キ
盡

サ
レ
ヌ
カ
ラ
先
是
ニ
テ
休
息
イ
タ
シ
後
席
ニ
第
二
ヶ
条
ノ
御
咄

シ
ヲ
申
デ
ゴ
ザ
ル
。（
第
一
条
「
孝
順
父
母
」
末
尾
・
二
十
二
オ

４
〜
６
行
目
）

（

）
注
（
４
）
文
献
に
同
じ
。
東
西
方
言
対
立
の
観
点
で
み
れ
ば
、『
俗

12
講
』
が
収
め
る
国
語
（
口
語
）
は
西
部
方
言
的
性
格
が
強
い
（
形
容
詞

連
用
形
原
形
保
持
を
除
く
）
こ
と
を
指
摘
し
た
。
四
七
〜
四
八
頁
。

（

）
用
例
⑨
は
、
い
わ
ば
間
接
話
法
に
近
い
用
法
で
あ
り
、
母
親
あ
る

13
い
は
下
女
を
話
者
と
し
て
想
定
し
た
直
接
話
法
で
あ
れ
ば
、
お
そ
ら

く
「
…
見
セ
ン
ヤ
ウ
ニ
シ
マ
シ
タ
。」
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
か
と
考
え

ら
れ
る
。

（

）
坂
口
至
（
一
九
九
〇
）「
噺
本
に
見
る
近
世
後
期
上
方
語
の
諸
相
」

14『
文
学
部
論
叢
』
第
三
十
一
号
、
熊
本
大
学
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（

）
楳
垣
実
（
一
九
六
二
）『
近
畿
方
言
の
総
合
的
研
究
』
三
省
堂
、
一

15
三
六
〜
一
三
七
頁
参
照
。
三
重
県
方
言
（
打
消
の
助
動
詞
）
と
し
て

「
書
カ
ン
ダ
」
の
ほ
か
「
書
カ
ヘ
ン
ダ
」、「
見
ヤ
ン
ダ
」、「
見
ヤ
ヘ
ン

ダ
」
の
語
例
を
挙
げ
た
う
え
で
、
否
定
過
去
辞
ン
ダ
の
語
構
成
に
つ

い
て
、
否
定
辞
ン
の
終
止
形
に
ダ
が
接
続
し
た
と
す
る
見
方
を
一
つ

の
考
え
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。
な
お
『
俗
講
』
に
は
否
定
辞
ヘ
ン

の
用
法
は
み
ら
れ
な
い
。

（

）
国
立
国
語
研
究
所
（
一
九
九
九
）『
方
言
文
法
全
国
地
図
』（
第
４

16
集
）
大
蔵
省
印
刷
局
、
の
略
称
。

（

）
国
立
国
語
研
究
所
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
二
〇
一
〇
〜
二
〇

17
一
五
）「
方
言
の
形
成
過
程
解
明
の
た
め
の
全
国
方
言
調
査
」の
略
称
。

（

）
大
西
拓
一
郎
（
二
〇
一
七
）「
方
言
の
動
詞
否
定
辞
過
去
形
に
見
る

18
日
本
語
の
重
層
性
」『
日
本
語
学
』
第
三
十
六
巻
第
二
号

（

）
注
（
５
）
文
献
に
同
じ
。
四
六
五
頁
参
照
。

19
（

）『
俗
講
』
の
記
述
か
ら
、『
俗
講
』
の
講
述
者
が
平
田
篤
胤
の
博
識
を

20
評
価
し
な
が
ら
も
、
篤
胤
を
「
色
情
ハ
イ
マ
タ
離
レ
ヌ
御
人
」
と
し
、

同
時
代
の
人
物
と
し
て
捉
え
て
い
た
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。

○
拙
者
神
職
テ
有
ナ
カ
ラ
他
ノ
神
職
神
道
者
ヲ
謗
ル
（
ノ
ハ
）
本

意
デ
ハ
ナ
ケ
レ
ト
モ
、
申
サ
ネ
ハ
イ
ツ
迄
モ
ワ
カ
ラ
ヌ
カ
ラ
申

マ
ス
カ
、
先
平
田
篤
胤
ト
申
先
生
ハ
博
学
ト
云
テ
ハ
ソ
レ

ハ
〳
〵
是
マ
デ
モ
ナ
ヒ
ガ
、
又
此
ヨ
リ
後
ノ
世
ニ
モ
又
有
マ
ヒ

ト
思
フ
程
ノ
学
者
デ
、
佛
道
ノ
コ
ト
ヲ
謗
ル
ニ
ハ
出
家
ラ
ガ
職

分
デ
有
ナ
ガ
ラ
一
度
モ
見
タ
コ
ト
ノ
ナ
ヒ
一
切
経
五
千
四
十
八

巻
ヲ
熟
読
シ
テ
出
定
笑
語
四
冊
ヲ
著
シ
テ
外
和
漢
ノ
書
万
巻
ヲ

見
テ
気
オ
ク
セ
ラ
ル
ヽ
博
識
デ
、
神
道
ノ
衰
ヘ
タ
ル
ヲ
悲
シ
ミ

神
道
ヲ
古
ニ
復
サ
ム
ト
致
、
千
巻
ノ
書
ヲ
著
述
致
サ
レ
タ
ケ
レ

ト
モ
、
古
今
ヨ
ウ
ミ
考
ヲ
見
ル
ニ
、
色
情
ハ
イ
マ
タ
離
レ
ヌ
御

人
ト
見
ヘ
ル
。（
五
十
五
オ
〜
五
十
五
ウ
）

（

）
注
（

）
に
同
じ
。
平
田
篤
胤
の
講
本
『
出
定
笑
語
』（
文
化
八
・

21

20

一
八
一
一
年
）
の
書
名
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
俗
神
道

大
意
』（
文
化
八
年
講
述
）
の
書
名
も
『
俗
講
』（
六
十
二
丁
オ
）
に
お

い
て
確
認
で
き
る
。

（

）
江
端
義
夫
（
一
九
七
八
）「
中
部
地
方
域
の
方
言
の
打
消
過
去
表
現

22
に
つ
い
て
」『
言
語
研
究
』
七
十
三
号
参
照
。
臨
地
調
査
に
よ
る
「
イ

カ
ン
ダ
」
の
採
録
地
点
は
、
石
川
県
４
地
点
（
加
賀
３
地
点
、
能
登
１

地
点
）
と
な
っ
て
い
る
。

（

）
注
（

）
に
同
じ
。

23

22

（

）『
俗
講
』
の
講
述
者
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

24

○
夫
故
拙
者
ハ
神
道
ニ
世
ヲ
逃
ル
ヽ
先
導
ト
ナ
ツ
テ
老
後
ヲ
楽
ミ

マ
ス
カ
ラ
、
何
レ
サ
マ
デ
モ
神
道
ニ
心
ザ
シ
世
ヲ
逃
ル
ヽ
方
ハ
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拙
者
カ
館
ヲ
御
尋
下
サ
レ
。
共
ニ
神
道
ノ
学
ヒ
コ
ト
ト
老
後
ノ

楽
ミ
ヲ
御
咄
申
上
マ
セ
ウ
。
（
六
十
三
丁
ウ
〜
六
十
四
丁
オ
）

（

）
注
（

）
文
献
に
は
、
ナ
ン
ダ
の
分
布
図
「
ナ
ン
ダ
類
の
三
〇
年
」

25

18

を
掲
載
す
る
（
一
七
頁
）。
そ
の
分
布
図
に
よ
れ
ば
、
三
重
県
中
勢
地

域
（
津
市
・
松
坂
市
な
ど
）
を
包
ん
だ
ほ
ぼ
三
重
県
全
域
に
及
び
、
否

定
過
去
辞
ナ
ン
ダ
が
覆
い
尽
く
す
こ
と
の
な
い
空
白
地
帯
が
広
が
っ

て
い
る
。
江
戸
時
代
後
期
の
否
定
過
去
辞
ン
ダ
の
勢
力
は
、
こ
の
ナ

ン
ダ
の
空
白
地
帯
に
存
し
、
相
補
的
分
布
を
な
す
形
で
そ
の
一
隅
を

占
め
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

付
記本

稿
は
平
成
三
十
年
度
國
學
院
大
學
国
語
研
究
会
前
期
大
会
（
平
成
三

十
年
六
月
三
十
日
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
の
一
部
を
補
訂
し
た
も
の
で
あ

る
。席

上
、
ご
教
示
を
賜
っ
た
久
野
マ
リ
子
先
生
を
は
じ
め
、
諸
先
生
方
に

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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